
との関係が完仝に解消され労働契約の相手方が変更されるJものであり1かつ,

実態と-して転籍元が-方的に転籍先を指定することが多いから,転籍元は転

籍につし1て労働者の同意を得るに当たって労働条件等を十分に説明する必要

がある,なおl会社分割の場合にも,労働契約承継法によって分割会社等が

負担すべき債務の履行の見込みがあること等の労働者-の通知が義務付けら

れていること.も考慮した上で-転籍元が説明すべき事項を決定する必要があ

るo

6 休職

使用者は,労働者を就労させることが適切でなvl場合に,休職制度により

その就労を-時免鹸又は禁止することがあり-L69.3%の企業が何らかの休職制-

度を有してt,1る く独立行政法人労働硬策研究一研修機構- r労働条件の設定一

変更と人亭処遇妊閲する異襲嗣軌平成王6-年I9ーIのjI-うな休職勧摩,.隼に

病気休職制度については,労働者にとっては-定期間解雇が猶予され1使用

者たとっても労働者が傷病等を被-3た場合の対応が明確l容易となることか

ら, -般に労使双方にとって有益であるといえるとの意見があった.

病気休職制度では,休職期間滞了時に癖気が沿癒していなければ自動退職

となる場合カミ串るが,休職期.間の清了により男働契約が自動的に準了するこ
とについては1解雇.に関する法親制oj藩脱とならないように留意する必要が

あるD しかしl休職期間の滞丁により労働契約が自動的に終了する制度を無

効とすることは,使用者に1療雇を猶予する期間としての休職制度を設ける

動機付けを失わせ得ることから,適当でないb

解雇に関する法規制の潜脱とならない形で労働契約の自動準了という効果

を欝めるとすれば,休職事由に応じて適切な長さの休職期間が設定される必

要があるがl休職事由時多岐にわたりlこれに応じた休職期間の適切な長さ

も様,Jqであると考えられるため,これについて何らかの措置を請じるために

は,休職制度の実態を調査した上で,これを踏まえ慎重に検討することが必

要であるq

また1最近の裁判例では,病気休職期間満了時に病気が治癒していなL,1湯

合に,原職復帰は困難でも現実に配置可能な業務が串れば使用者は当該労働

者をその業務に復帰させるべき.だと解する傾向にありlこれにつVlて法律上

明確にすべきであるとの意見が出されたo しかしl他方1休職は実態が多様

で,実体的なルTルを定めること早ま困難であり.書面で休職の内容を明示さ
せるなどの手続を定めることが重要であるとの意見も出された. .

もっともlこのような休職を命ずる際に必要な手続に関する措置について

も,休職事由や休職期間に関する培置と同様に休職制度の実態を踏まえ.た検

討が必要であると考えられるo
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